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は じ め に

　本書は、税理士試験の重要科目の一つである「法人税法」
について、項目（テーマ）別に、重要な論点をコンパク
トにまとめたものです。
　法人税法は「税法」の一つですが、税法は「法律」で
あることから、難解、かつ読み取りづらい文章が多く、
そのとっつきにくさに戸惑ってしまうことも多いでしょう。
そのため、効果的な勉強方法がつかめず、手探りの学習
に陥ってしまいがちですが、本書は、各項目の最初に「学
習のポイント」を表示するなど、初めて学ぶ人でも学習
が効率的に進められるように、さまざまな工夫を凝らし
てあります。ですから、「設例」を解き、「解説」で確認
することで、無駄のない学習を進めていくことができる
でしょう。
　すでに一通り学習した人は、知識に欠落がないか、弱
点はないかを「設例」を解きながら確認することができ
ます。また、復習や試験前の総まとめの際にも最適なパー
トナーとなってくれるでしょう。
　本書は、税理士試験で毎年抜群の実績を残している
ＴＡＣで使用している基本テキストをはじめとする各種
の教材をコンパクトにまとめたものですから、税理士試
験に限らず、会計の実務の中で身につけておくべき算式
を習得することができます。
　税理士試験の勉強は、何度も繰り返し学習することで
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習熟度を高めることができるものです。「本書の特長と使
い方」を参考に、自己の習熟度を確かめながら、学習を
進めてください。
　本書が、「法人税法」を受験される方々の、力強い味方
となり、皆さんの『合格』という栄冠獲得の一助となれ
ば幸いです。

ＴＡＣ税理士講座
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本書の特長と使い方

① 　本書は、法人税の計算に関する基本論点を中心に収
録しています。本書を順番に読み進め、理解していく
ことにより、法人税における所得金額の求め方及び納
付税額の求め方が理解でき、また計算できるような構
成になっています。

　 　また、法人税法の「理論」のうち、計算に関係のあ
る重要な論点についても収録してありますので、計算
パターンはもちろんのこと、さまざまな適用要件等に
ついても理解することができるでしょう。

② 　各項目の最初に、効率の良い学習ができるように、「学
習のポイント」として要点を提示しています。この「学
習のポイント」に提示されている内容を確実に理解す
ることを目標として、学習を進めていってください。

③ 　各項目は税理士試験の重要度に応じて、「Ａ☆☆☆」
「Ｂ☆☆」「Ｃ☆」の 3段階を明示しています。そのため、
重要度の高い項目から取り組むなど、自己のスケジュー
ルに合わせて学習することができます。

④ 　重要な論点のうち、文章では理解しにくいものにつ
いては、できるだけ図表を示すことにより、視覚的に
理解できるようにまとめてあります。図表を有効に活
用してください。

⑤ 　法人税の計算の中の重要な論点については、インプッ
トした知識を正確にアウトプットできるようにするた
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めの練習として、論点ごとに「設例」を設けました。
ですから、手軽に持ち歩ける問題集としても活用する
ことができます。なお、当該設例において当期とある
のはとくに指示がある場合を除き、令和 8 年 4 月 1 日
から令和 9 年 3 月31日までを指しますので留意してく
ださい。

⑥ 　「ここを覚えろ！」の中で、必ず覚えてほしいポイン
トをまとめてあります。

⑦ 　各項目に関連する、覚えておきたい重要な語句、重
要なポイントは色文字にしてありますので、一目で確
認することができます。

⑧ 　重要項目の理解と暗記には、繰り返し学習すること
が大切です。そこで、自己の学習がどの程度進んだか
を確認できるように、各項目の最初のページに「学習
度チェック」を付けました。

　（本書は令和 7年11月現在の法令に準拠しています。）
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1 　法人税の概要

〔 1〕　法人税は、法人の所得に対して課される
　法人税は、会社その他の法人の儲け（これを「所得」という）
を基準として課される税金であり、広義の所得税に属するとい
える。個人の所得に対して課される税金が所得税であり、法人
の所得に対して課される税金が法人税である。

〔 2〕　法人税は、国税である
　税金を課す者（これを「課税権者」という）が誰かによって
税金を区分した場合、国が課す税金を「国税」といい、都道府
県などの地方公共団体が課す税金を「地方税」という。

 　　（例）国　税…法人税、所得税、相続税など
　　　　　地方税…住民税、事業税、固定資産税など

〔 3〕　法人税は、直接税である
　税金を納める者（これを「納税者」という）が誰かによって
税金を区分した場合、税金を最終的に負担する者（これを「担
税者」という）と納税者が同一である税金を「直接税」といい、
担税者と納税者が異なる税金を「間接税」という。

　 　（例）直接税…法人税、所得税、相続税など
　　　　　間接税…消費税、酒税など

1 　法人税の性格、出題範囲を理解する。
2　法人税の納付税額の計算方法を理解する。

●学習のポイント●
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〔 4〕　法人税は、申告納税方式の税金である
　徴収方法によって税金を区分した場合、税金を法人自らが計
算し、自らが申告して納める方法を「申告納税方式」といい、
税金を課す国や地方公共団体が税金を計算し、その計算された
税金を納める方法を「賦課課税方式」という。

　　 （例）申告納税方式…法人税、所得税、相続税など
　　　　　賦課課税方式…固定資産税、不動産取得税など

〔 5〕　法人税の種類

各事業年度の所得に対する法人税

法人税
の種類 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

退職年金等積立金に対する法人税

　一般に法人税といわれるのは「各事業年度の所得に対する法
人税」のことであり、受験上もこれを前提とした出題が中心で
あるため、本書においても「各事業年度の所得に対する法人税」
を前提として解説することとする。
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〔 6〕　課税所得計算と別表 4
　法人税の課税所得は、企業利益と全く別に計算されるのでは
なく、確定した決算（株主総会の承認を受けた決算）に基づく
企業利益に一定の調整を加えて計算することとしている。

 【別表 4】（所得の金額の計算に関する明細書）

区　　　　　分 金　　額 計 算 過 程
会社計上当期利益  ①　円 ⇦税引後当期純利益
加

算

（益　金　算　入）
（損 金 不 算 入）
小 計 ②

減

算

（益 金 不 算 入）
（損　金　算　入）
小 計 ③

仮　　　　　　　計 ①＋②－③
寄附金の損金不算入額
法人税額控除所得税額
控除対象外国法人税額

（加　算）④

合　　　　　　　計 仮計＋④＝⑤
差　　　引　　　計 （同　上）
欠損金等の当期控除額 △（減算）⑥
総　　　　　　　計 ⑤－⑥
所　　　得　　　金　　　額 （同　上）

〔 7〕　税額計算と別表 1
　普通法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の
税率は次のとおりである。

法 人 区 分 税　率

期末資本金
1億円以下

中 小 法 人

所得金額のうち
年800万円以下の金額
（千円未満切捨）
年800万円を超える金額
（千円未満切捨）

15％

23.2％

非中小法人
所得金額（千円未満切捨） 23.2％

期末資本金 1億円超
（注 1）中小法人・非中小法人
　　　 　期末資本金 1億円以下の法人で、資本金 5億円以上の法人

（大法人）による完全支配関係（100％の支配関係をいう。）
があるもの等を非中小法人、それ以外を中小法人という。
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（注 2）中小法人の所得金額が年10億円を超える事業年度につい
ては、年800万円以下の所得金額につき適用される軽減税
率は15%ではなく17%となる。

  【別表 1】（各事業年度の所得に係る法人税の申告書）

区　　　　　分 金　額 計 算 過 程
所　得　金　額 円 ⇦別表 4最終値

内
　
訳

年800万円相当額
（千円未満切捨） ①

年800万円超過額
（千円未満切捨） ②

税
額

①×15％ イ
②×23.2％ ロ

法  　　人  　　税  　　額 イ＋ロ
試 験 研 究 費 の 特 別 控 除 額
特定機械装置等の特別控除額
給与等の支給額増加の特別控除額

（控除）

課税留保金額に対する税額 （加算）
法　人　税　額　計

控 除 所 得 税 額
控 除 外 国 税 額 （控除）

差引所得に対する法人税額
（百円未満切捨）

中 間 申 告 分 法 人 税 額 （控除）

差 引 確 定 法 人 税 額
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2 　同族会社・特定同族会社 重要度Ａ
★★★

〔 1〕　概　要
　同族会社（社長やその一族など少数の株主で構成されている
いわゆる個人に類似した会社）においては、合法的ではあるが
経済的合理性のない取引を行って、法人税の負担を不当に軽減
するようなことがある。
　そこで、同族会社については、一般に上場会社や個人事業者
との課税の公平を図るため、次の特別規定を設けている。

行為計算の否認

同族会社の特別規定 役員及び使用人兼務役員の範囲

特定同族会社の特別税率
（留保金課税）

1  　同族会社の特別規定が適用される同族会社とはどのような会
社かを理解する。
2  　特定同族会社の特別税率（留保金課税）の適用法人及び計算
構造をマスターする。

●学習のポイント●
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〔 2〕　同族会社
⑴　同族会社の意義

　会社の株主等（その会社が自己株式等を有する場合のそ
の会社を除く。）の 3人以下並びにこれらと特殊の関係の
ある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
⑴ 　その会社の発行済株式等（自己株式等を除く。）の
50％超を有する場合
⑵　その会社の議決権の50％超を有する場合
⑶　合名会社等の社員の過半数を占める場合

重要語句解説

　 　（注）議決権割合等による判定
　 3つの株主グループの持株割合が50％以下であっても、
「その会社の議決権につきその総数の50％超の数を有する
場合」や、「合名会社等の社員の総数の過半数を占める場
合」には、同族会社に該当する。
　なお、その会社の議決権につきその総数の50％超の数を
有する場合とは、役員の選解任に関する決議など、一定の
決議に係る議決権の過半数を有する場合をいう。

⑵　同族関係者
…株主等の親族等

…子会社等
（所有割合50％超）

特殊の関係のある個人
同 族
関係者

特殊の関係のある法人
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⑴　持株割合
　①　株主グループの順位（自己株式は除外）
　　イ　第 1順位　××％
　　ロ　第 2順位　××％
　　ハ　第 3順位　××％
　②　持株割合
　　　イ＋ロ＋ハ
⑵　議決権割合
　①　株主グループの順位（議決権のない株式は除外）
　　イ　第 1順位　××％
　　ロ　第 2順位　××％
　　ハ　第 3順位　××％
　②　議決権割合
　　　イ＋ロ＋ハ
⑶　⑴と⑵のいずれか多い割合
⑷　同族会社の判定
　　　　　　　　＞50％　　　∴　同族会社　　イ＋ロ＋ハ 　　　　　　　　≦50％　　　∴　非同族会社

 設　例
　当社の株主（互いに特殊の関係はない。）の構成は、次のとおり
である。なお、その他の株主はいずれも少数株主である。

株　主 持株数 議決権の数
Ａ 　　240株 　　240個
Ｂ 　　160 　　  0
Ｃ 　　100 　　100
Ｄ 　　 80 　　 80
Ｅ 　　 80 　　 40
Ｆ 　　 80 　　 40
Ｇ 　　 60 　　  0

その他の株主 　　200 　　  0
合　計 　 1,000株 　　500個



同
族
会
社
・
特
定
同
族
会
社

2

9

 解　説
⑴　持株割合

　①　2
Ａ
40株＋1

Ｂ
60株＋1

Ｃ
00株＝500株

　②　 500株　　 　1,000株＝50％

⑵　議決権割合

　①　2
Ａ
40個＋1

Ｃ
00個＋8

Ｄ
0個＝420個

　②　 420個　　 　500個 ＝84％

⑶　⑴＜⑵　　∴　84％
⑷　同族会社の判定
　　84％＞50％　　∴　同族会社

〔 3〕　留保金課税
⑴　適用要件

①　適用法人…特定同族会社
②　適用要件… 各事業年度の留保金額が留保控除額を超える

こと。

　　 （注 1）特定同族会社
　　　　　 　被支配会社で、株主等から被支配会社でない法人を除

いて判定した場合においても、被支配会社となるもの（資
本金の額が 1 億円以下であるものにあっては、資本金の
額が 5億円以上である法人（大法人）による完全支配関
係があるもの等に限る。）をいい、清算中のものを除く（期
末の現況により判定する）。

　　 （注 2）被支配会社
　　　　　 　会社の株主等（その会社が自己株式等を有する場合の

その会社を除く。）の 1人並びにこれと特殊の関係のあ
る個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。

　　　　　イ 　その会社の発行済株式等（自己株式等を除く。）の
50％超を有する場合

　　　　　ロ　その会社の議決権の50％超を有する場合
　　　　　ハ　合名会社等の社員の過半数を占める場合
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●留保金課税の計算パターン（別表 1で計算する）
⑴　当期留保金額
　①　所得等の金額のうち留保した金額
　　イ　別表 4に留保欄が与えられない場合
　　　 　所得等の金額（所得金額＋課税外収入）－社外流

出
　　ロ　別表 4に留保欄が与えられた場合
　　　 　別表 4留保欄最終値＋前期末配当等の額－当期末

配当等の額
　② 　法人税額 ⇦ 差引所得に対する法人税額（百円未満
切捨前）

　　 　法人税額（基本税額）－特別控除額＋使途秘匿金の特
別税額－控除所得税額－控除外国税額

　③　地方法人税額
　④　住民税額
　　 　 ｛法人税額（基本税額）＋使途秘匿金の特別税額－控
除外国税額｝×10.4％

　⑤　①－②－③－④
⑵　留保控除額
　①　所得基準額
　　　当期の所得等の金額×40％

　②　定額基準額　20,000,000円×
12　 　12

　③　積立金基準額（△の場合ゼロ）
　　 　期末資本金額×25％－（期首利益積立金額－前期末
配当等の額）

　④　①～③の最多
⑶　課税留保金額
　　⑴－⑵＝（千円未満切捨）
⑷　税率区分
　　　　　　　①年3,000万円以下の金額 ………………10％
　　⑶のうち　②年3,000万円超年 1億円以下の金額 …15％
　　　　　　　③年 1億円超の金額 ……………………20％
⑸　特別税額
　　⑷①×10％＋⑷②×15％＋⑷③×20％
　　⇨ 法人税額計の上で加算
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⑵　当期留保金額

当期留保金額＝所得等の金額のうち留保した金額－法人税額－
地 方
法人税額－住民税額

①　所得等の金額のうち留保した金額

所得金額＋課税外収入－社外流出

　　所得等の金額

②　法人税額 ⇨ 差引所得に対する法人税額（百円未満切捨前）

法人　特　別　使途秘匿金　控　　除　控　　除　　－　　　＋　　　　　－　　　　－税額　控除額　特　別　税　額　所得税額　外国税額

③　地方法人税額
④　住民税額

 法人　使途秘匿金　控　　除　　＋　　　　　－　　　　  ×10.4％ 税額　特　別　税　額　外国税額

　　 （注）「住民税額」の計算上、次のものは控除しない。
　　 　イ　特別控除額
　　 　ロ　控除所得税額
⑶　留保控除額

所得基準額

定額基準額

積立金基準額

当期留保金額から最多 控除する

①　所得基準額

当期の所得等の金額（所得金額＋課税外収入）×40％

②　定額基準額

2,000万円×当期の月数　 　　　　12

③　積立金基準額

期末資本金額×25％－（期首利益積立金額－前期末配当等の額）
（＜ 0→ 0）
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